
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

      令和６年８月１５日 製品安全課 
商品名等 
（電気用品名等） 

空気製水機 

１ 当該商品等の概要 
 

本製品は、空気を吸入し結露を発生させることにより水を生成し、当該水をフィ

ルターなどで濾過し、かつ、紫外線除菌（UV LAMP）のプロセスを経て、飲料用に

する装置である。 

 
○用途、機能、性能 
 

空気中の水分から水を取り出す装置 

 
○構造、仕様、意匠（例） 
 

 電源電圧：ＡＣ１００Ｖ（５０／６０Ｈｚ） 

 総消費電力：４３０Ｗ 

製水時消費電力：４００Ｗ 

製水能力：１５リットル／日（２５℃ ９０％） 

熱湯／冷水機能：無（常温水） 

タンク容量：６リットル 

外形寸法：Ｗ４５０×Ｄ４４０×Ｈ５６０ｍｍ 

重さ：３２Ｋｇ 

 

 
○主な使用者、販売先 
 

 オフィス、家庭用 

 
 
２ 対象・非対象の解釈 
 
当該電気用品は非対象として取り扱う。 

 

（理由） 

 

除湿が目的の「電気除湿機」とも考えられるが、本製品は、搭載された除湿機能

により飲料用の水を生成する装置であり、用途そのものが除湿目的ではないと考え

られる。また、紫外線に対する除菌機能があるが、当該製品の一連機能の補助的な

機能と考えられる。 

したがって、本製品に対する電気用品は該当がなく、非対象と判断するのが妥当。 

 

 
 


